
［論
文
】一

八
九

八
年
の
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
の
光
緒
帝
へ
の
謁
見湯

　
城
　
吉
　
信

は
じ
め
に

　
本
稿
で

は
、
一
八
九
八
年
五
月
の
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子

の
光
緒
帝
へ
の
謁
見
の
様
子
の
再
現
を
試
み
た
い
。

　

こ
の
時
期
、
列
強
に
よ
る
中
国
の
瓜
分
（
分
割
）
が
進
ん
だ
。

ド
イ
ツ
も
中
国
に
海
軍
の
根
拠
地
を
得
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
折

し
も
、
一
八
九
七
年
十
一
月
、
山
東
省
に
お
い
て
ド
イ
ツ
人
宣
教

師
二
人
が
殺
害
さ
れ
（
鉋
野
事
件
）
、
ド
イ
ツ
は
膠
州
湾
を
占
領

し
、
翌
［
八
九
八
年
三
月
に
は
膠
州
湾
租
借
条
約
を
結
ぶ
。
ド
イ

ツ

の
王
子
で

あ
り
海
軍
司
令
官
で
も
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
の

光
緒
帝
へ
の
謁
見
は
こ
の
年
の
五
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
。
そ
の

g
u
．
、
　
I
九
O
O
年
に
は
外
国
人
排
斥
を
目
指
す
義
和
団
事
件
が
起

き
、
ド
イ
ツ
公
使
も
殺
さ
れ
た
。
国
内
に
目
を
向
け
れ
ば
、
こ
の

謁

見
の
翌
月
、
戊
戌
の
政
変
が
起
き
た
。
ま
さ
に
激
動
の
時
代
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
外
国
人
の
皇
帝
へ
の
謁
見
は
、
清
朝
を
通
じ
て
大
き
な
外
交
問

題
で

あ
っ
た
。
外
国
人
を
朝
貢
使
節
と
み
な
し
臣
下
の
礼
を
要
求

す
る
清
国
と
そ
れ
に
反
発
す
る
西
洋
諸
国
と
い
う
対
立
図
式
が
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
摩
擦
と
し
て
、
祖
先
崇
拝
と
キ
リ

ス

ト
崇
拝
を
巡
る
典
礼
問
題
も
有
名
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
清
末
に
な
る
と
清
国
も
徐
々
に
門
戸
を
開
い
て
い
く
。

本
稿
で
扱
う
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
の
光
緒
帝
へ
の
謁
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
ソ

は
、
各
国
の
親
王
が
皇
帝
に
謁
見
す
る
先
駆
け
と
な
っ
た
。
本
稿

は
、
こ
の
画
期
的
謁
見
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
清
国
側

と
ド
イ
ツ
側
と
に
摩
擦
は
な
か
っ
た
の
か
、
謁
見
前
後
の
様
子
を
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ハ
ヨ
こ

再
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
次

に
、
本
稿
で
扱
う
史
料
・
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
o

　
ま
ず
、
謁
見
ま
で
の
経
過
（
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
中
国
入
国
）
に
つ

　
　
　
　
お
う
ど
う
わ

い

て
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
や
新
聞
『
申
報
』
に
よ
り
確
認
す
る
。

謁
見
に
関
し
て
は
、
『
清
史
稿
』
に
記
載
が
あ
る
が
、
記
述
が
簡

潔
か
つ
事
務
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
謁
見
に
関
係
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
ど
う
わ

た
清
朝
の
役
人
が
記
し
た
『
翁
同
献
日
記
』
『
張
蔭
桓
日
記
』
に

よ
り
具
体
的
な
様
子
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
日
記
は
当
事

者
の
立
場
か
ら
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
お
り
貴
重
な
史
料
で
あ

る
。
た
だ
、
本
人
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
（
意
図
的
お
よ
び
無
意
識
の

改
変
）
や
後
世
の
編
者
に
よ
る
改
変
（
意
図
的
削
除
・
改
変
、
不

注
意
に
よ
る
誤
記
）
の
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ

　る
　

る
。一、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
の
中
国
へ
の
派
遣

　
本
稿
で
紹
介
す
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
と
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
王

族
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
プ
ロ
x
－
　
￥
　
t
X
　
（
H
e
i
n
r
i
c
h

　　　図1　ハインリヒ肖像
（1902年、アメリカ訪問時の写真）

（Pγ仇2Heinrich　von　PreuBen：Eine
BiograPhie　Des　Kaiseγbrttders　P．276）

v
o
n
　
P
r
e
u
B
e
n
）
　
（
一
八
六
二
～
一
九
二
九
）
で
あ
る
（
図
1
）
。

全
名
は
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
（
≧
b
e
r
t

W
i
l
h
e
l
m
　
H
e
i
n
r
i
c
h
）
だ
が
、
も
っ
ぱ
ら
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
呼
ば
れ

る
。
ド
イ
ツ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
の
次
男
で
、
次
の
ド
イ
ツ

皇
帝
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
の
弟
に
あ
た
る
。

　
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
海
軍
の
司
令
官
を
務
め
、
後
、
海
軍
元
帥
に

な
っ
た
。
気
さ
く
な
性
格
で
人
望
が
あ
り
、
各
国
を
訪
問
し
て
優

れ
た

外
交
手
腕
を
発
揮
し
、
外
交
担
当
の
将
軍
と
い
う
べ
き
人
物

で
あ
っ
た
。
後
に
各
国
訪
問
の
経
験
を
回
顧
録
と
し
て
出
版
し
て

い

る
ら
し
い
（
『
中
国
海
関
密
棺
』
6
　
八
四
六
頁
に
見
え
る
）
。
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ハ

イ
ン
リ
ヒ
は
、
清
国
や
日
本
に
何
度
も
来
て
い
る
。
本
稿
で

紹
介
す
る
清
国
訪
問
の
翌
一
八
九
九
年
六
月
に
は
日
本
を
訪
問
し

天
皇
に
も
謁
見
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
一
八
七
九
年
五
月
に

は
、
清
国
の
次
に
日
本
も
訪
問
し
（
夏
を
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
で
過

ご

し
て
十
月
に
再
来
日
し
て
い
る
）
、
一
九
一
二
年
九
月
に
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
じ

治
天
皇
の
葬
儀
に
参
加
す
る
た
め
日
本
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
一
八
九
七
年
十
一
月
に
ド
イ
ツ
人
宣
教
師
が
殺
さ
れ
る
鋲
野
事

件
（
鍾
野
教
案
）
が
起
き
た
際
、
清
国
側
は
地
方
官
の
罷
免
と
賠

償
金
の
支
払
い
で
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
ド
イ
ツ
側
は
納
得

せ
ず
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
派
遣
し
強
硬
な
権
利
要
求
を
行
お
う
と
し

た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
十
二
月
十
六
日
装
甲
艦
ド
イ
ッ
チ
ュ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

ト
に
搭
乗
、
ゲ
フ
ィ
オ
ン
艦
を
伴
っ
て
キ
ー
ル
を
出
発
し
た
。
翌

一
八
九

八
年
三
月
、
ド
イ
ツ
は
清
朝
と
膠
州
湾
租
借
条
約
を
締
結

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
時
、
清
国
側
は
李
鴻
章
、
翁
同
蘇
、

ド
イ
ツ
側
は
大
使
の
ハ
イ
キ
ン
グ
（
E
d
m
u
n
d
　
H
e
y
k
i
n
g
）
が
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ニ

わ

っ

て

い

る
（
い
ず
れ
も
本
稿
で
後
に
登
場
す
る
）
。

二
、
北
京
に
来
る
ま
で
の
旅
程

　
ハ

イ
ン
リ
ヒ
が
北
京
に
来
る
ま
で
の
様
子
（
旅
程
）
は
、
上
海

の
新
聞
『
申
報
』
や
『
翁
同
鯨
日
記
』
に
見
え
る
。
『
申
報
』
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
イ
ン
ド
洋
に
着
い
た
二
月
頃
か
ら
十
1
　
l
月
　
1
日
に

慶
門
か
ら
香
港
に
発
つ
ま
で
、
随
時
そ
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
記
述
を
見
れ
ば
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
い
つ
ど
こ
に
着
く
の

か
が
人

々
の
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
だ
が
天
候
や

現
地

で
の

都
合
に
よ
り
旅
程
が
な
か
な
か
定
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と

（関
係
者
は
や
き
も
き
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
）
、
上
海
、
北
京
を
は

じ
め
と
す
る
各
地
で
の
派
手
な
歓
待
が
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
メ
シ

　
以

下
、
そ
の
様
子
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
な
お
、
『
翁
同
蘇
日

記
』
や
『
張
蔭
桓
日
記
』
は
日
付
が
旧
暦
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
日
付
は
新
暦
を
主
と
し
、
旧
暦
の
日
付
は
（
）
で
記

し
た
（
日
付
が
な
い
も
の
は
謁
見
当
日
の
五
月
十
五
日
）
。

　
二

月
二
十
三
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
到
着
し
た
一
行
は
、
三
月

は
じ
め
（
八
日
に
は
い
る
）
に
は
香
港
に
、
四
月
十
七
日
（
四
月

十
九
日
記
事
∀
に
は
上
海
に
着
い
た
よ
う
だ
。

　
上

海
で
の
様
子
に
つ
い
て
、
『
申
報
』
は
「
徳
藩
遊
渥
記
」
と

い

う
五
回
に
わ
た
る
連
載
を
組
み
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
ド
イ
ツ
を
は
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じ
め
と
す
る
各
国
の
官
商
と
派
手
な
宴
会
を
開
い
て
い
た
様
子
を

報
道
し
て
い
る
（
『
翁
同
献
日
記
』
に
は
二
十
三
日
に
宴
会
の
記

録
が
あ
る
）
。

　
だ

が
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
派
手
な
外
交
活
動
を
し
て
い
た
だ
け
で

は
な
い
。
福
建
省
福
州
や
マ
カ
オ
を
視
察
し
て
い
た
こ
と
が
『
申

e
e
l
　
（
一
面
）
　
（
五
月
十
四
日
「
備
邊
親
王
」
）
、
『
翁
同
蘇
日
記
』

四

月
二
十
六
日
（
初
六
日
）
、
五
月
二
日
（
十
二
日
）
に
見
え
る
。

　
四

月
三
十
日
頃
、
上
海
を
発
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
、
軍
艦
三

隻
、
兵
二
千
を
率
い
て
ド
イ
ツ
が
租
借
し
た
膠
州
湾
へ
と
向
か

う
。
そ
の
後
、
姻
台
を
経
由
し
、
天
津
に
上
陸
し
、
北
京
へ
と
向

か
う
。

　

ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
北
京
に
入
っ
た
の
は
五
月
十
三
日
で
あ
る
。
天

津
で
は
風
の
た
め
停
泊
で
き
ず
、
小
船
に
乗
り
換
え
て
上
陸
し
た

よ
う
だ
。
こ
こ
で
総
督
や
ド
イ
ツ
大
使
が
出
迎
え
、
い
っ
し
ょ
に

汽
車
で
北
京
に
行
っ
た
。

1il、

　
T
清
史
稿
』
に
見
え
る
謁
見
に
関
す
る
記
述

ハ

イ
ン
リ
ヒ
王
子
の
光
緒
帝
へ
の
謁
見
に
つ
い
て
は
、
「
清
史

稿
』
「
本
s
z
e
l
　
1
四
　
・
徳
宗
本
紀
二
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

以
下
の

よ
う
に
簡
潔
に
事
実
の
記
録
の
み
が
あ
る
。

た
だ
、

　
戊
寅
、
見
徳
親
王
亨
利
於
玉
瀾
堂
。
己
卯
、
還
宮
。

（戊
寅
の
日
（
＊
五
月
十
五
日
）
、
ド
イ
ツ
王
子
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と

玉
瀾
堂
で
面
会
し
た
。
己
卯
の
日
（
＊
十
⊥
ハ
日
）
、
紫
禁
城
に

戻
っ
た
。
）

　
一
方
、
『
清
史
稿
』
「
志
六
⊥
ハ
・
礼
十
・
外
国
公
使
観
見
礼
」
に

は
、
謁
見
の
儀
礼
が
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
中
国
に
お
い
て
儀
礼
は
そ
の
末
節
ま
で
細
か
く
規
定
さ
れ
て

い

た
。
そ
れ
は
儀
礼
が
お
互
い
の
関
係
を
確
認
し
規
定
す
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
礼
儀
の
様
子
を
見
れ
ば
そ
の
時
の

両
者
の
関
係
（
少
な
く
と
も
中
国
側
が
ド
イ
ツ
側
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
た
か
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
原
文
を

引
用
す
る
。

各
國
親
王
観
見
儀
、
始
光
緒
二
十
四
年
。
徳
國
親
王
亨
利
入

観
、
帝
幸
願
和
園
、
御
仁
壽
殿
、
亨
利
公
服
入
、
逓
國
書
、
帝
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慰

勢
之
o
既
、
亨
利
欲
観
皇
太
后
、
帝
奉
諮
旨
代
見
。
是
日
巳

刻
、
御
玉
瀾
堂
、
亨
利
借
徳
使
海
靖
等
入
、
外
部
司
官
引
殿
東

便

門
外
入
布
握
少
憩
。
駕
至
、
雇
從
如
儀
、
鳴
鞭
三
、
升
座
。

慶
親
王
等
侍
左
右
、
外
部
長
官
率
亨
利
等
自
中
門
入
、
北
響
一

鞠
躬
、
行
敷
武
又
一
鞠
躬
、
至
龍
柱
前
又
一
鞠
躬
。
然
後
奉
國

書
進
、
慶
親
王
降
左
階
接
受
、
陳
玉
案
。
亨
利
等
又
一
鞠
躬
、

帝
頷
首
答
之
、
操
國
語
慰
努
。
慶
親
王
脆
案
左
聡
玉
音
、
降

階
、
操
漢
語
傳
宣
。
徳
播
課
官
課
畢
、
亨
利
等
又
一
鞠
躬
、
帝

伍
頷
首
答
之
。
亨
利
等
退
藪
武
又
一
鞠
躬
、
退
至
堂
左
、
又
一

鞠
躬
。
禮
成
。

（各
国
の
親
王
が
謁
見
す
る
儀
礼
は
光
緒
二
十
四
年
に
始
ま
っ

た
。
ド
イ
ツ
王
子
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
謁
見
に
訪
れ
、
皇
帝
が
願
和

園
に
行
幸
し
、
仁
寿
殿
に
臨
御
さ
れ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
礼
服

で

入

り
、
国
書
を
手
渡
し
、
皇
帝
は
慰
労
さ
れ
た
。
終
わ
る

と
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
皇
太
后
に
謁
見
し
た
い
と
希
望
し
、
皇
帝

が

そ
の
旨
を
皇
太
后
に
伝
え
た
。
同
日
、
巳
の
刻
（
午
前
十
時

か

ら
十
二
時
頃
）
、
玉
瀾
堂
に
臨
御
さ
れ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ド

イ
ツ
大
使
ハ
イ
キ
ン
グ
ら
を
伴
っ
て
入
り
、
外
務
部
長
官
が
堂

の

東
の
便
門
（
＊
脇
門
）
の
外
の
幕
に
誘
導
し
て
待
た
せ
た
。

皇
帝
が
至
る
と
、
随
従
が
儀
礼
に
則
り
鞭
を
三
回
打
ち
鳴
ら

し
、
着
座
さ
れ
た
。
慶
親
王
ら
が
左
右
に
侍
し
、
外
務
部
長
官

が
ハ

イ
ン
リ
ヒ
ら
を
導
い
て
中
門
か
ら
入
り
、
北
に
向
か
っ
て

一
回
お
辞
儀
し
、
数
歩
行
っ
て
さ
ら
に
一
回
お
辞
儀
し
、
龍
柱

の

前
に
至
っ
て
さ
ら
に
ま
た
一
回
お
辞
儀
し
た
。
そ
の
後
国
書

を
奉
っ
て
進
み
、
慶
親
王
左
の
階
段
を
降
り
て
受
け
取
り
、
玉

案
（
＊
皇
帝
の
前
の
台
）
に
奉
っ
た
．
ハ
イ
ン
リ
ヒ
ら
は
ま
た

一
回
お
辞
儀
し
、
皇
帝
は
頷
つ
い
て
お
答
え
に
な
り
、
国
語

（満
州
語
）
で
慰
労
さ
れ
た
。
慶
親
王
は
玉
案
の
左
に
脆
き
皇

帝
の
お
言
葉
を
聞
き
、
階
段
を
降
り
て
中
国
語
で
お
言
葉
を
伝

え
た
。
ド
イ
ツ
の
通
訳
が
翻
訳
を
終
え
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
ら
は
ま

た
一
回
お
辞
儀
を
し
、
皇
帝
は
ま
た
頷
い
て
そ
れ
に
答
え
た
。

ハ

イ
ン
リ
ヒ
ら
は
数
歩
退
い
て
ま
た
一
回
お
辞
儀
を
し
、
堂
の

左
に

退

き
、
ま
た
一
回
お
辞
儀
を
し
た
。
か
v
て
儀
礼
は
終
了

し
た
。
）

　

こ
の
よ
う
に
、
礼
制
を
記
録
す
る
「
志
」
に
お
い
て
は
、
謁
見

の

儀
礼
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
後
述

す
る
よ
う
に
こ
の
記
述
に
は
誤
り
が
あ
る
。
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四
、

『翁
同
餌
日
記
』
と

に
関
す
る
記
述

『張
蔭
桓

日
記
』
に
見
え
る
謁
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
い
　

　
以

下
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
と
『
張
蔭
桓
日
記
』
か
ら
ハ
イ
ン
リ

ヒ
王
子
の
光
緒
帝
と
の
謁
見
の
様
子
を
確
認
し
た
い
。
翁
同
献
と

張
蔭
桓
は
と
も
に
当
時
の
清
朝
の
官
僚
で
あ
り
、
こ
の
謁
見
に
立

ち
会
っ
た
。

　
『
清
史
稿
』
「
志
⊥
ハ
六
・
礼
十
・
外
国
公
使
観
見
礼
」
が
儀
礼
の

次
第
を
機
械
的
に
述
べ
る
の
と
は
異
な
り
、
両
日
記
で
は
当
時
の

様
子
や

そ
の
背
景
ま
で
当
事
者
の
立
場
か
ら
具
体
的
に
述
べ
ら
れ

て

い

る
。
ま
た
、
『
清
史
稿
』
「
志
六
⊥
ハ
・
礼
十
・
外
国
公
使
観
見

礼
」
の
記
述
が
正
し
く
事
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が

わ
か
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

（1
）
翁
同
餌
と
張
蔭
桓
に
つ
い
て

　
翁
同
蘇
（
一
八
三
〇
～
1
九
O
四
）
は
、
清
末
の
政
治
家
。
江

蘇
省
常
熟
の
人
o
光
緒
帝
の
帝
師
と
し
て
帝
の
信
任
も
篤
か
っ
た

が
、
西
太
后
派
と
対
立
し
、
戊
戌
の
政
変
直
前
に
西
太
后
の
圧
力

で
解
任
さ
れ
た
。

　
一
方
、
張
蔭
桓
（
一
八
三
七
～
一
九
〇
〇
）
は
、
清
末
の
官

僚
・
外
交
官
。
号
は
樵
野
。
広
東
省
南
海
出
身
。
総
理
各
国
事
務

衙
門
の
後
、
戸
部
以
下
、
六
部
を
歴
任
し
た
。
日
清
戦
争
後
、
全

権
大
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
が
日
本
側
か
ら
交
渉
を
拒
否
さ
れ
、

李
鴻
章
と
交
代
し
た
。
戊
戌
の
政
変
後
は
、
新
彊
へ
流
罪
と
な

り
、
義
和
団
の
乱
の
最
中
に
処
刑
さ
れ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

謁
見
に
つ
い
て
は
、
そ
の
次
第
を
考
え
た
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。

　
以

下
、
両
日
記
の
原
文
は
、
繁
体
字
を
使
用
し
た
。
引
用
文
中

の

（

）

は
割
注
の
記
述
を
表
す
。
（
＊
　
）
は
湯
城
に
よ
る
注

記
を
表
す
。

（
二
）
謁
見
場
所
・
謁
見
方
法
に
つ
い
て
の
事
前
相
談

　
謁
見
の
具
体
的
方
法
、
例
え
ば
式
次
第
や
皇
帝
の
御
言
葉
は
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ロ

蔭
桓
が
起
草
し
た
こ
と
が
『
翁
同
蘇
日
記
』
に
見
え
る
。
た
だ
彼

は

あ
く
ま
で
実
務
担
当
者
で
あ
る
。
決
定
権
は
光
緒
帝
や
西
太
后

に
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
皇
族
の
重
鎮
で
あ
る
慶
親
王
（
突
動
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ソ

中
心
人
物
と
し
て
関
与
し
た
。
五
月
十
五
日
の
謁
見
の
一
か
月
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

の
四

月
八
日
に
は
ほ
ぼ
そ
の
方
法
が
決
定
し
た
よ
う
だ
。
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①

謁
見
場
所
に

つ
い
て

の
議
論

　

こ
の
謁
見
の
場
所
を
ど
こ
で
行
う
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法

で

謁
見
す
る
か
は
大
問
題
で
あ
っ
た
。
『
翁
同
蘇
日
記
』
に
は
、

光
緒
帝
は
紫
禁
城
で
の
謁
見
を
主
張
し
た
が
、
翁
同
蘇
が
反
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
ザ

光

緒
帝
の
機
嫌
を
損
ね
た
こ
と
が
見
え
る
。
紫
禁
城
の
南
東
の
東

華
門
か
ら
駕
籠
に
乗
っ
た
ま
ま
入
れ
て
紫
禁
城
の
中
心
に
位
置
す

る
保
和
殿
の
北
東
に
あ
る
硫
慶
宮
で
謁
見
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
光

緒
帝
に

対
し
て
、
翁
同
蘇
は
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

ご

優
遇

は
結
構
で
す
が
、
問
題
が
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
銃
慶

宮
の
手
前
の
殿
は
惇
本
殿
と
言
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
束
の
間
に

は

供
孝
静
皇
后
（
＊
道
光
帝
の
側
室
で
、
恭
親
王
突
訴
の
母
）

の

肖
像
が
飾
っ
て
あ
り
、
そ
こ
を
通
路
に
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ

ん
。
第
二
に
、
配
殿
は
狭
す
ぎ
て
座
席
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
第
三
に
、
随
従
に
謁
見
す
る
場
所
も
あ
り
ま
せ

ん
o
第
四
に
、
前
星
門
は
百
年
近
く
開
い
た
こ
と
が
な
く
、
立

て

付
け
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
第
五
に
、
駕
籠
に
乗
っ

て

門
に
入
る
の
は
無
礼
で
す
。

そ
れ
を
聞
い
た
光
緒
帝
は
「
お
前
た
ち
は
い
つ
で
も
反
対
す
る
。

お

前
た
ち
が
列
挙
す
る
こ
と
も
本
当
に
そ
の
通
り
か
。
」
と
怒
っ

た

と
い
・
ぷ
光
緒
帝
に
実
権
が
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ

の

謁
見
場
所
に
つ
い
て
は
西
太
后
は
紫
禁
城
で
も
願
和
園
で
も
よ

い

と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
願
和
園
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
清
朝
の

官
僚
た
ち
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

願
和
園
に
し
た
理
由
は
、
上
記
に
見
え
る
よ
う
に
、
紫
禁
城
が

荒
れ
て

い
た

こ
と
や
王
宮
に
入
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
体
面
（
面
子
）
上
の
理
由
で
あ

る
。
翁
同
蘇
が
張
蔭
桓
に
相
談
し
て
も
、
「
硫
慶
宮
は
よ
く
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
し

中
南
海
（
西
苑
）
な
ら
ま
だ
ま
し
だ
。
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
政

治
の
中
心
か
ら
外
に
向
か
っ
て
、
紫
禁
城
・
中
南
海
・
願
和
園
と

い
う
序
列
が
存
在
す
る
。
そ
の
中
な
る
べ
く
遠
い
と
こ
ろ
で
謁
見

さ
せ
た
い
と
い
う
清
朝
側
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な

み

に
、
十
八
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
の
使
節
マ
カ
ー
ト
ニ
ー
が
招
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ワ

た
の
は
願
和
園
の
鄭
の
円
明
園
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
こ
の
謁
見
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
駐
中
国
大
使
ハ

イ
キ
ン
グ
の
夫
人
の
日
記
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
四
月
二
日
の

記
事
に
言
及
が
あ
る
。
以
下
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
る
。
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中
国
人
は
謁
見
会
場
を
万
寿
山
（
＊
願
和
園
）
に
し
た
こ
と
に

非
常
に
満
足
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
は
設
備
の
保
存
状
態

が

よ
v
、
一
方
北
京
の
宮
殿
は
荒
廃
が
激
し
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
一
方
、
彼
ら
は
万
寿
山
が
皇
太
后
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
場

所
で
あ
る
た
め
、
実
際
の
手
は
ず
を
整
え
る
上
で
問
題
も
あ
り

え
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
も
し
北
京
で
謁
見
す
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
ふ
だ
ん
大
使
が
謁
見
す
る
宮
殿
で
は
な
く
、
皇
帝
の

書
斎
で
、
王
子
だ
け
を
入
室
さ
せ
て
行
う
と
い
う
案
を
述
べ

た
。

最
後
の
方
法
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
側
は
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
謁

見
方
法
に
つ
い
て
、
私
的
面
会
と
い
う
形
に
し
て
王
子
の
格
を
下

げ
中
国
の
体
面
を
保
と
う
と
す
る
清
朝
側
と
王
子
の
格
を
上
げ
よ

う
と
す
る
ド
イ
ツ
側
で
攻
防
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
「
徳
国
公
使
夫
人
日
記
」
の
記

事
が
四
月
二
日
の
記
録
の
中
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
述
べ

た

「翁
同
献
日
記
」
で
は
、
四
月
三
日
（
旧
暦
の
十
三
日
）
に
皇

帝
と
謁
見
場
所
に
つ
い
て
や
り
取
り
し
た
と
あ
る
が
、
両
者
の
日

付

に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、

い
た
こ
と
に
な
る
。

皇
帝
と
の
話
の
前
に
場
所
が
決
ま
っ
て

②

謁
見
方
法
に
つ
い
て
の
議
論

　
上
記
の
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
を
見
て
も
、
謁
見
場
所
や
そ

の

方
法
に
つ
い
て
は
、
清
朝
側
と
ド
イ
ツ
側
と
で
事
前
協
議
が
行

わ

れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
謁
見
方
法
に
つ
い
て
激
し
く
議
論
さ
れ

た

の

は
、
西
太
后
と
の
謁
見
の
際
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
に
椅
子
を
用

意
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
側
は
王
子
が
座
る
椅
子
を

準
備
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
が
清
朝
側
は
断
固
と
し
て
拒
否
し
、

そ
れ
に
あ
く
ま
で
こ
だ
わ
る
な
ら
謁
見
自
体
を
中
止
す
る
と
述
べ

ハリ
ザ

た
o

　
「
徳
国
公
使
夫
人
B
記
』
に
も
、
西
太
后
が
会
い
た
が
っ
た
の

で
、
ド
イ
ツ
側
は
そ
れ
を
認
め
る
代
わ
り
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
席
を

用
意
せ
よ
と
言
っ
た
こ
と
が
見
え
る
。
な
お
、
『
翁
同
蘇
日
記
』

『張
蔭
桓

日
記
』
と
も
に
、
ハ
イ
キ
ン
グ
が
独
断
で
は
決
め
ら
れ

な
い
の
で
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
到
着
し
て
か
ら
お
答
え
す
る
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
け

い
、
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
に
不
満
を
表
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
座
席
問
題
」
は
、
謁
見
直
前
ま
で
も
め
て
い
た
よ
う
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だ
。
『
翁
同
蘇
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
謁
見
前
々
日
の
五
月
十
三
日

の

時
点
で
ド
イ
ツ
側
は
ま
だ
席
を
賜
わ
る
こ
と
を
要
求
し
慶
親
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ザ

は

そ
れ
を
拒
否
し
て
い
た
。
結
局
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
清
朝
側
に
折

れ

た
こ
と
で
清
朝
側
の
意
向
が
通
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

を
翁
同
蘇
は
慶
親
王
の
交
渉
の
成
果
だ
と
記
し
て
い
る
。

（1il）
謁
見
当
日
の
様
子

　
謁
見
当
日
の
様
子
は
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
『
張
蔭
桓
日
記
』
と
も

に
詳
細
な
記
録
を
残
し
て
い
る
。
以
下
、
主
と
し
て
『
翁
同
蘇
日

記
』
に
よ
り
つ
つ
、
『
張
蔭
桓
日
記
』
や
そ
の
他
の
史
料
で
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
ね

を
補
い
な
が
ら
、
当
日
の
様
子
を
述
べ
た
い
。

　
翁
同
鯨
は
五
月
十
五
日
午
前
十
時
頃
、
東
宮
門
か
ら
願
和
園
に

入

り
、
聴
起
処
（
皇
帝
と
の
面
会
場
所
）
に
集
合
し
た
o
十
1
時

前
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
が
到
着
し
た
。
兵
士
二
十
四
人
を
引
き
連

れ
、
馬
車
に
乗
っ
た
ま
ま
宮
門
に
突
入
し
て
き
た
の
で
、
翁
同
蘇

は
叱
っ
て
降
ろ
さ
せ
た
。
兵
士
は
外
に
出
る
よ
う
に
言
っ
た
が
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

イ
ツ
側
は
聞
か
な
か
っ
た
。

　

こ
の
帯
同
し
た
兵
士
を
使
っ
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
皇
帝
へ
表
敬
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

礼
（
光
緒
帝
の
閲
兵
）
を
申
し
出
た
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
『
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

国
公
使
夫
人
日
記
』
で
は
「
我
々
の
軍
人
の
雄
姿
を
示
し
た
」
と

表
現

し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
側
か
ら
す
る
と
誇
示
行
動
で
あ
っ
た
の

だ

ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
兵
士
帯
同
に
は
そ
れ
以
外
に
も
っ
と
切
実

な
理
由
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
狙
わ
れ
て
い
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
ハ
ジ
ニ

と
で
あ
る
。
こ
の
噂
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
側
が
上
海
か
ら
情
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ソ

を
得
て
、
清
朝
側
に
も
伝
え
て
い
た
。
こ
の
時
実
際
こ
の
よ
う
な

企
て

が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
こ
の
前
年
の
一
八
九
七

年
十
1
月
に
ド
イ
ツ
宣
教
師
が
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
年

後
の
1
九
O
O
年
の
義
和
団
事
件
の
際
に
ド
イ
ツ
公
使
が
殺
さ
れ

て

い

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
全
く
の
デ
マ
と
も
言
え
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

　

さ
て
、
願
和
園
に
着
い
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
南
配
殿
に
入
っ
た
。

大
使
の
ハ
イ
キ
ン
グ
を
始
め
と
す
る
随
従
は
、
翁
同
蘇
か
ら
F
こ

こ
は
王
子
専
用
の
場
所
な
の
で
他
の
者
は
中
門
の
外
に
い
る
よ
う

に
」
と
言
わ
れ
た
が
従
わ
な
か
っ
た
（
注
1
参
照
）
。
兵
た
ち
は

南
配
殿
の
階
段
の
下
に

控
え
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
三
十
分
ほ
ど
し
て
、
慶
親
王
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
、
ハ
イ

キ
ン
グ
、
通
訳
二
人
お
よ
び
麿
昌
（
一
八
五
九
～
一
九
二
六
、
満
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綴
漣

ら

必
　
β
…
、
㌧
墜
、
ー
ー
　
　
ヒ
〃
。
欝

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麗
姪

州
族
の
政
治
家
。
ド
イ
ツ
に
留
学
経
験
を
持
ち
、
清
朝
側
の
通
訳

の

役
割
を
担
っ
た
）
を
連
れ
て
、
ま
ず
楽
寿
堂
で
西
太
后
に
謁
見

し
（
注
1
9
参
照
）
、
四
十
五
分
ほ
ど
し
て
、
玉
瀾
堂
で
光
緒
帝
に

謁

見
し
た
o
皇
帝
と
の
謁
見
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
『
翁
同
蘇
日

記
』
よ
り
『
張
蔭
桓
日
記
』
の
方
が
詳
し
い
の
で
、
以
下
『
張
蔭

桓
日
記
』
か
ら
引
用
す
る
。

少
頃
、
慶
邸
引
導
徳
親
王
観
太
后
於
樂
壽
堂
。
随
班
四
人
、

海
靖
、
一
中
軍
、
一
葛
爾
士
、
蔭
昌
随
慶
邸
傳
謹
。
禮
畢
、
慶

邸
導
至
徳
和
園
少
坐
。
太
后
賜
贈
珍
珠
實
星
二
枚
、
玉
、
磁
、

銅
諸
器
八
色
、
壷
扇
錦
椴
各
物
、
徳
親
王
種
謝
。
旋
観
上
於
玉

瀾
堂
、
合
肥
與
余
輩
在
殿
門
下
侍
班
。
上
御
玉
瀾
堂
、
實
座
右

置
小
机
子
、
加
誘
塾
。
徳
親
王
入
殿
門
、
免
冠
鞠
躬
、
上
立

受
。
徳
親
王
立
於
暖
閣
下
、
先
陳
來
意
。
旋
帯
見
参
随
、
海
靖

在
内
共
十
八
人
、
以
次
鞠
躬
芳
侍
。
徳
親
王
復
面
呈
方
物
紫
磁

瓶
一
封
。
上
徐
諭
慶
邸
導
上
暖
閣
、
與
之
握
手
、
指
机
子
令

坐
。
上
勢
問
、
何
時
離
柏
林
、
経
過
幾
國
海
口
、
何
時
入
中
國

境
、
各
省
督
撫
接
待
何
如
。
徳
親
王
具
封
稻
旨
。
禮
成
後
、
上

握
手
送
之
。

（
し
ば
ら
く
し
て
、
慶
親
王
は
ド
イ
ツ
王
子
を
導
い
て
楽
寿
堂

で
皇
太
后
に
謁
見
し
た
。
お
付
き
の
者
は
四
人
で
、
ハ
イ
キ
ン

グ
、
中
軍
（
＊
武
官
）
、
ゴ
ル
ツ
（
＊
通
訳
）
に
、
蔭
昌
が
慶

親
王

に
従
っ
て
通
訳
を
し
た
。
儀
礼
が
終
わ
る
と
、
慶
親
王
は

徳
和
園
に
導
き
し
ば
ら
く
座
っ
た
。
太
后
は
、
真
珠
の
勲
章
を

二
枚
、
玉
と
磁
器
と
銅
の
器
物
を
八
件
、
画
扇
、
綿
椴
各
物
を

下
賜

さ
れ
、
ド
イ
ツ
王
子
は
お
礼
を
述
べ
た
。
つ
い
で
玉
瀾
堂

で
皇
帝

に
謁
見
し
、
李
鴻
章
と
我
々
は
殿
の
門
の
下
で
待
機
し

た
。
皇
帝
は
玉
瀾
堂
に
お
出
ま
し
に
な
り
、
玉
座
の
右
に
小
さ
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い
腰
掛
を
置
き
、
刺
繍
の
入
っ
た
ク
ッ
シ
ョ
ン
が
置
か
れ
て
い

た
。
ド
イ
ツ
王
子
は
殿
の
門
に
入
り
、
冠
を
取
り
お
辞
儀
し
、

皇
帝
が
立
っ
た
ま
ま
受
け
た
。
ド
イ
ツ
王
子
は
暖
閣
の
下
に
立

ち
、
ま
ず
来
意
を
述
べ
た
。
つ
い
で
ハ
イ
キ
ン
グ
を
含
め
て
十

八

人
の
随
従
が
、
順
番
に
お
辞
儀
を
し
傍
に
待
機
し
た
。
次

に
、
ド
イ
ツ
王
子
は
自
ら
献
上
物
の
紫
の
磁
器
の
花
瓶
一
対
を

献
上

し
た
。
皇
帝
は
徐
う
に
慶
親
王
を
導
い
て
暖
閣
（
＊
故
宮

養
心
殿
に
東
暖
閣
（
西
太
后
垂
簾
聴
政
の
m
s
）
　
’
西
暖
閣
あ
り
）

に
登
る
よ
う
諭
し
、
と
も
に
握
手
を
し
て
、
腰
掛
を
指
さ
し
て

座
ら
せ
た
。
皇
帝
は
、
い
つ
ベ
ル
リ
ン
を
経
っ
た
の
か
、
何
か

国
の
港
に
立
ち
寄
っ
た
の
か
、
い
つ
中
国
国
内
に
入
っ
た
の

か
、
各
省
の
督
撫
の
応
対
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
慰
問
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
王
子
は
つ
ぶ
さ
に
答
え
た
。
儀
礼
終
了
後
、
皇
帝
は
握

手
し
て
お
見
送
り
に
な
っ
た
。
）

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
西
太
后
と
の
謁
見
で
は
用
意
さ
れ
な

か
っ

た
座
席
は
、
光
緒
帝
と
の
謁
見
で
は
腰
掛
が
用
意
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
小
さ
い
腰
掛
な
が
ら
刺
繍
入
り
の
ク
ッ
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
ハ
リ
ニ

を
乗
せ
て
い
る
こ
と
や
、
使
わ
れ
た
の
は
謁
見
儀
式
の
後
だ
と
い

う
と
こ
ろ
に
清
朝
側
の
心
遣
い
が
窺
え
よ
う
。
な
お
こ
の
謁
見
の

時
、
ハ
イ
キ
ン
グ
ら
は
堂
の
中
に
入
っ
た
が
、
翁
同
献
、
張
蔭
桓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぷ
　

ら
は
軒
先
に
立
ち
、
護
衛
が
堂
の
内
外
に
立
っ
て
い
た
。

　
な
お
、
光
緒
帝
と
の
謁
見
場
所
は
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
『
張
蔭
桓

日
記
』
と
も
に
玉
瀾
堂
と
記
録
し
て
い
る
が
、
上
述
の
『
清
史

稿
』
志
六
六
で
は
仁
寿
殿
と
記
し
て
い
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
な

の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
張
蔭
桓
日
記
』
に
、
謁

見
当
日
、
官
報
が
ド
イ
ツ
使
節
が
仁
寿
殿
で
謁
見
す
る
と
誤
っ
て

報
道
し
、
ド
イ
ツ
の
通
訳
が
く
ど
く
言
い
争
っ
た
た
め
、
慶
親
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

と
相
談
し
て
広
報
部
に
訂
正
さ
せ
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
つ

ま
り
、
『
清
史
稿
』
は
こ
の
誤
報
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

『清
史
稿
』
の
史
料
の
信
懸
性
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
仁
寿
殿
と
玉
瀾
堂
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
場
所

だ

っ

た
の
か
o
仁
寿
殿
は
、
皇
帝
が
政
務
を
行
っ
た
場
所
で
あ

り
、
願
和
園
の
中
心
の
建
物
で
あ
る
。
一
方
、
玉
瀾
堂
は
光
緒
帝

の

寝
室
が
あ
っ
た
場
所
で
、
光
緒
帝
の
私
的
空
間
で
あ
る
（
戊
戌

の

政
変

の

後
、
光
緒
帝
は
こ
こ
に
幽
閉
さ
れ
た
）
。
官
報
が
仁
寿

殿

と
誤
報
し
た
の
は
も
と
も
と
そ
う
い
う
計
画
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
唆

す
る
。
一
方
、
そ
れ
が
玉
瀾
堂
に
変
更
さ
れ
た
の
は
、
格
下
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げ
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に

対

し
て
ド
イ
ツ
側
が
異
議
を
唱
え
た
の
は
、
格
上
げ
の
要
求
で
あ

ろ
う
。
謁
見
場
所
に
つ
い
て
の
両
者
の
攻
防
の
一
端
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
謁
見
は
十
五
分
ほ
ど
で
終
わ
り
、
そ
の
後
、
ハ
イ
ン
リ

ヒ
は
南
配
殿
に
退
き
食
事
を
取
っ
た
。
（
伝
統
的
謁
見
で
も
謁
見

後
に

茶
や
食
事
を
賜
っ
た
（
『
大
清
会
典
』
巻
五
六
「
礼
部
：
王

客
清
吏
司
・
賓
礼
’
朝
貢
」
参
照
）
。
）
こ
こ
で
も
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の

随
従

は
外
に
出
る
こ
と
を
拒
否
し
、
車
座
に
な
っ
て
飲
食
し
た
と

、
己

5
’
つ

　

そ
の
後
、
三
十
分
ほ
ど
経
っ
た
十
二
時
頃
、
光
緒
帝
が
南
配
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
ザ

を
訪
れ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
に
第
一
等
第
二
勲
章
を
授
与
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
時
、
皇
帝
に
よ
る
ド
イ
ツ
兵
の
閲
兵
が
行
わ
れ

た
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ド
イ
ツ
兵
が
園
内
に
立
ち

入
っ
た
こ
と
に
よ
り
急
遽
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
。
ド

イ
ッ
側
の
要
請
を
受
け
て
慶
親
王
が
急
遽
、
光
緒
帝
に
申
し
上
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
で
実
現
し
た
が
、
当
日
予
期
せ
ぬ
対
応
を
迫
ら
れ
清
朝
の

官
僚
は
や
き
も
き
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
閲
兵
に
際
し
て
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
は
殿
の
階
段
に
立
っ
て
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぷ
　

ら
歩
兵
二
列
を
指
揮
し
た
。
閲
兵
の
様
子
に
つ
い
て
、

日
記
』
は
以
下
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

『翁
同
鯨

徳
兵
見
上
至
三
畢
槍
、
撃
銅
鼓
、
帯
兵
者
抜
刀
禺
歩
以
爲
致

敬
、
上
立
視
、
諭
云
兵
皆
精
壮
、
甚
可
観
。

（
ド
イ
ツ
兵
は
皇
帝
を
見
て
三
度
銃
を
掲
げ
、
銅
の
太
鼓
を
鳴

ら
し
、
指
揮
す
る
者
が
刀
を
抜
き
禺
歩
し
て
、
敬
意
を
表
し

た
。
皇
帝
は
立
っ
て
ご
覧
に
な
り
、
兵
は
精
鋭
で
す
ば
ら
し
い

と
お
っ
し
や
っ
た
。
）

　

そ
の
後
、
蒸
気
船
に
乗
っ
て
昆
明
湖
を
渡
り
、
南
湖
島
の
龍
王

堂

に
遊
覧
し
て
い
る
。
こ
れ
は
西
太
后
の
命
に
よ
り
慶
親
王
が
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

配

し
た
も
の
で
、
張
蔭
桓
ら
が
付
き
添
っ
た
。
慶
親
王
、
張
蔭
桓

は
、
ハ
イ
キ
ン
グ
や
ゴ
ル
ツ
と
い
っ
し
ょ
に
船
に
乗
り
、
そ
の
他

の

人
員
は
分
散
し
て
小
舟
に
乗
っ
た
。
南
湖
島
は
対
岸
に
願
和
園

の

中
心
で
あ
る
万
寿
山
を
望
む
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
（
図
3
）
。

月
波
楼
に
上
り
景
色
は
楽
し
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
、
龍
王
堂
で
は
石

の
洞
が
暗
か
っ
た
の
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
は
怖
が
っ
て
中
に
入
ら

な
か
っ
た
と
い
う
。
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＊
右
上
の
建
物
が
密
集
し
て
い
る
地
域
に
、
東
宮
門
、
仁
寿
殿
、
玉

瀾
堂
、
楽
寿
堂
、
渡
船
口
な
ど
が
見
え
る
。
南
湖
島
に
は
、
龍
王

廟
が
見
え
る
。

図3　現在の願和園の遊覧図

　
そ
の
間
、
李
鴻
章
や
翁
同
鯨
ら
は
承
沢
園
（
願
和
園
の
東
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

北
京
大
学
構
内
）
で
宴
会
の
準
備
を
し
て
い
た
。
願
和
園
の
東
に

は
三
山
五
園
と
呼
ば
れ
る
皇
族
の
園
林
が
広
が
っ
て
い
た
。
承
沢

園
も
そ
の
l
つ
で
、
当
時
は
慶
親
王
に
下
賜
さ
れ
た
私
的
空
間
で

あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
一
八
五
六
年
の
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
や
一

九
O
O
年
の
八
力
国
連
合
軍
の
略
奪
を
被
っ
た
円
明
園
も
三
山
五

園
の
1
つ
で
あ
る
。

　
十
四
時
に
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
到
着
し
、
慶
親
王
が
主
催
者
と
な
っ

て

宴
会
を
設
け
て
歓
待
し
た
。
西
洋
人
は
十
1
人
、
清
朝
側
は
十

三
人
が
参
加
し
、
十
六
時
に
散
会
し
た
。
散
会
後
は
十
五
分
か
ら

三

十
分
ほ
ど
散
歩
し
て
、
楼
に
上
が
っ
て
景
色
を
楽
し
み
、
十
六

時
三
十
分
頃
終
了
し
た
o
1
日
の
仕
事
を
終
え
た
翁
同
蘇
は
疲
れ

　
　
　
　
　
ハ
　
　

切
っ
て
い
た
。

　
な
お
、
宴
会
の
様
子
は
『
張
蔭
桓
日
記
』
に
以
下
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

徳
親
王
告
余
以
曾
在
倫
敦
雨
曙
梁
震
東
、
今
日
必
須
同
座
飲
。

承
澤
園
惑
座
原
定
廿
四
人
、
鋳
丈
適
錆
假
、
育
周
亦
願
入
座
、

已
商
海
靖
剛
去
一
人
、
尚
不
敷
座
、
遂
商
蔭
五
模
男
酌
。
及
徳
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親
王
宣
煩
時
、
乃
無
徳
播
課
、
震
東
以
英
語
謡
之
、
徳
親
王
亦

能
領
受
。
既
酌
、
慶
邸
復
酌
、
余
引
満
爲
懐
。
三
鮎
鐘
席
散
。

所
假
赫
徳
音
樂
節
奏
拉
諸
、
徳
親
王
極
口
稽
謝
、
海
靖
亦
以
爲

意
外
之
喜
。
主
客
均
灌
、
就
茶
座
握
手
爲
別
。

（
ド
イ
ツ
王
子
は
、
私
に
、
か
つ
て
ロ
ン
ド
ン
で
二
回
、
梁
震

東
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
日
は
必
ず
同
席
さ
せ
て
ほ

し
い
と
言
っ
た
。
承
沢
園
の
宴
会
は
も
と
も
と
二
十
四
人
に
設

定
し
て
い
た
が
、
許
応
験
が
ち
ょ
う
ど
休
暇
明
け
で
、
載
振

（
＊
慶
親
王
突
動
の
子
）
も
同
席
す
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
、

ハ
イ
キ
ン
グ
と
一
人
を
減
ら
す
よ
う
相
談
し
て
い
た
が
、
な
お

席
が
足
り
な
い
の
で
、
蔭
昌
と
相
談
し
て
別
に
席
を
設
け
る
こ

と
に
し
た
。
ド
イ
ツ
王
子
が
挨
拶
を
述
べ
る
（
ド
イ
ツ
王
子
に

対
す
る
こ
と
ば
？
乾
杯
？
）
時
、
ド
イ
ツ
の
通
訳
が
い
な
か
っ

た
の
で
、
震
東
が
英
語
で
訳
し
、
ド
イ
ツ
王
子
も
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
乾
杯
後
に
、
さ
ら
に
慶
親
王
が
乾
杯
を
し
、
私

も
心
ゆ
く
ま
で
飲
ん
だ
。
三
時
？
に
散
会
し
た
。
借
り
て
き
た

ハ

ー
ト
の
音
楽
は
演
奏
が
す
ば
ら
し
く
、
ド
イ
ツ
王
子
は
し
き

り
に
お
礼
を
述
べ
、
ハ
イ
キ
ン
グ
は
望
外
の
喜
び
だ
と
い
っ

た
。
主
客
と
も
に
楽
し
み
、
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
で
握
手
を
し
て
別

れ
た
。
）

　
な
お
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
日
の
料
理
は
洋
食

で
、
途
中
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
請
わ
れ
て
慶
親
王
、
李
鴻
章
、
翁
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

蘇
ら
が
書
を
贈
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
こ
に
登
場
す
る
ハ
ー
ト
と
は
、
長
年
清
朝
に
仕
え
た

英

国
人
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
（
一
八
三
五
～
I
九
I
1
）
で
あ

る
。
ハ
ー
ト
は
、
成
豊
四
年
（
一
八
五
四
）
、
中
国
に
来
て
、
香

港
の
英
駐
華
商
務
監
督
署
で
通
訳
と
な
り
、
後
、
寧
波
、
広
州
で

も
通
訳
を
務
め
た
。
一
八
六
三
年
に
総
税
務
司
と
な
り
、
一
九
一

一
年
に
亡
く
な
る
ま
で
務
め
た
。
総
税
務
司
と
は
、
清
朝
の
雇
っ

た
役
人
で
、
関
税
を
徴
収
・
監
督
す
る
役
目
を
担
っ
た
が
、
中
国

外

交
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
目
付
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
。
特
に
ロ
’
〈
　
．
－
ト
　
．
ハ
ー
ト
は
長
期
に
渡
り
こ
の
職
を
務
め
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ね

き
な
権
限
を
持
っ
た
。
こ
の
ハ
－
ト
が
作
っ
た
「
総
税
務
司
楽

隊
」
は
全
国
に
名
が
知
ら
れ
、
毎
年
春
秋
に
総
税
務
司
庁
庭
園
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ザ

で
野
外
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
か
れ
、
外
国
人
貴
顕
が
集
ま
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
西
洋
式
の
宴
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
王
蓮
英
「
張

蔭
桓
与
戊
戌
年
間
清
廷
外
交
儀
礼
改
革
ー
以
光
緒
皇
帝
接
見
徳
国
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亨
利
親
王
為
例
」
は
清
朝
の
礼
儀
改
革
と
評
価
す
る
。
だ
が
、
こ

れ
は

皇
帝
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
国
賓
と
し
て
招
い
た
宴
会
で
は
な

v
、
慶
親
王
と
い
う
高
官
が
自
ら
の
私
的
空
間
で
開
い
た
宴
会
で

あ
る
点
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
（
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
北
京
到
着
直

後
に
清
朝
の
高
官
を
招
い
た
宴
会
に
対
す
る
お
返
し
に
当
た
る
の

だ

ろ
う
）
。
皇
帝
が
ふ
る
ま
っ
た
の
は
謁
見
後
の
南
配
殿
で
の
食

事
で
あ
り
、
こ
れ
は
伝
統
的
朝
貢
に
お
い
て
皇
帝
が
茶
や
食
事
を

ふ

る
ま
っ
た
こ
と
に
相
当
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
散
会
後
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
天
妃
廟
に
行
き
着
替
え
を
し
て
北
京

に
帰
っ
た
。
こ
の
日
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
東
交
民
巷
（
現
在
の
天
安

門
広
場
の
東
に
あ
っ
た
大
使
館
地
区
）
の
ド
イ
ツ
大
使
館
か
ら
出

発

し
、
西
直
門
を
出
て
馬
に
乗
っ
て
御
河
（
北
京
市
街
の
北
西
か

ら
願
和
園
に
通
じ
る
用
水
路
。
旧
時
、
皇
族
が
西
郊
の
御
苑
に
遊

ぶ

際
、
船
に
乗
っ
て
通
っ
た
皇
族
専
用
の
水
路
で
あ
っ
た
）
に

沿
っ
て
北
西
に
向
か
い
、
婿
祖
を
祭
る
天
妃
廟
（
娘
娘
廟
）
で
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

替
え
て
願
和
園
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
同
じ
ル
ー
ト
を
帰
っ
た
こ

と
に
な
る
。
な
お
、
世
話
を
し
た
張
蔭
桓
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
荷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
ザ

物
の
多
さ
に
驚
い
て
い
る
。
一
日
中
働
い
た
張
蔭
桓
は
疲
れ
で
北

京
に
戻
る
気
力
が
な
く
、
近
く
の
戸
部
の
宿
舎
に
泊
ま
っ
た
。

　
一
方
、
北
京
に
帰
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
大
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
ザ

館

と
の
食
事
会
に
参
加
し
た
よ
う
だ
。
上
海
で
も
各
国
大
使
と
の

饗
宴
に
忙
し
か
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
北
京
で
も
同
様
の
活
動
に
忙

殺

さ
れ
た
の
で
あ
る
（
二
日
前
に
北
京
に
着
い
た
ば
か
り
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　

た
が
、
そ
の
翌
日
に
は
競
馬
場
に
行
っ
て
い
た
）
。

（
四
）
謁
見
か
ら
北
京
出
発
ま
で
の
行
動

　
以

下
、
謁
見
後
、
五
月
十
六
日
か
ら
二
十
五
日
に
北
京
を
発
つ

ま
で
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
行
動
を
『
翁
同
鯨
日
記
』
（
「
記
徳
親
王
亨

利
到
京
事
」
）
『
張
蔭
桓
日
記
』
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
ぬ
ザ

再
現
し
た
い
。

　
張
蔭
桓
は
、
謁
見
翌
日
の
五
月
十
六
日
、
イ
ギ
リ
ス
大
使
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ド
ロ

ド
イ
ツ
側
が
喜
ん
で
い
る
と
聞
い
た
。
上
述
の
当
日
夜
の
晩
餐
会

で

ハ

イ
ン
リ
ヒ
が
イ
ギ
リ
ス
大
使
に
話
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ハ

イ
ン
リ
ヒ
は
そ
の
後
、
二
十
五
日
に
北
京
を
発
つ
ま
で
忙
し

い
時

間
を
過
ご
し
て
い
る
。
五
月
十
六
日
か
ら
十
八
日
に
ま
で
は

北
京
の
名
所
を
訪
れ
る
傍
ら
各
国
大
使
と
食
事
を
共
に
し
、
十
九

日
か
ら
二
十
二
日
は
万
里
の
長
城
、
明
の
十
三
陵
な
ど
郊
外
を
視

察
し
、
二
十
三
日
に
は
外
務
省
に
相
当
す
る
総
理
各
国
事
務
衙
門
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を
訪
れ
膠
州
湾
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
二
十
四
日
に
は
中
南
海
で

再
び
光
緒
帝

と
謁
見
し
、
二
十
五
日
に
汽
車
に
乗
っ
て
北
京
を
出

発

し
た
o

①

北
京
市
内
、
郊
外
の
視
察

　
以

下
、
日
程
を
詳
し
く
述
べ
る
。

　
五

月
十
六
日
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
ハ
イ
キ
ン
グ
ら
と
天
壇
を
訪

れ
、
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
で
食
事
を
し
、
さ
ら
に
西
什
庫
内
の
教
会

を
訪
れ
た
。
な
お
、
翁
同
訴
、
張
蔭
桓
と
も
に
、
天
壇
に
お
い
て

ハ

イ
ン
リ
ヒ
が
清
朝
の
要
求
に
従
い
、
門
の
前
で
下
馬
し
、
各
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

殿
で

帽
子
を
取
り
お
辞
儀
を
し
た
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
。
ハ
イ

キ
ン
グ
は
夫
人
を
同
行
し
よ
う
と
し
た
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
阻
止
し

た

と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
使
の
ハ
イ
キ
ン
グ
よ
り
王
子
の
ハ
イ
ン

リ
ヒ
の
方
が
清
朝
側
に
配
慮
を
見
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

十
七
日
に
は
、
雍
和
宮
、
東
横
寺
を
訪
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大

使
と
食
事
を
し
、
西
横
寺
を
見
た
後
、
景
山
に
行
っ
た
。
夜
は
イ

タ
リ
ア
大
使
館
で
食
事
を
し
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
で
茶
会

に
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
案
内
は
、
謁
見
当
日
の
宴
会
に
も

参
加
し
て
い
た
内
務
府
大
臣
の
世
続
世
（
伯
t
s
）
　
（
1
八
五
二
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

1
九
l
1
1
）
が
担
当
し
た
。

　
十
八
日
は
、
キ
ー
ル
フ
商
会
、
玉
珍
古
玩
局
を
訪
れ
、
昼
は
ベ

ル

ギ

ー
大
使
館
で
取
り
、
晩
は
台
基
廠
海
関
館
の
茶
会
に
参
加

し
、
さ
ら
に
二
十
時
か
ら
一
時
ま
で
は
ロ
シ
ア
大
使
館
の
晩
餐
に

参
加
し
た
。

　
十
九
日
か
ら
二
十
二
日
は
、
万
里
の
長
城
、
明
の
十
三
陵
を
見

に
行
っ
た
。
十
九
日
は
徳
勝
門
か
ら
出
て
南
口
義
興
店
で
宿
を

取
っ
た
。

　
二
十
日
は
、
居
庸
関
、
八
達
嶺
を
訪
れ
、
砲
台
八
か
所
を
撮
影

し
た
と
い
う
。
こ
の
日
は
南
口
公
館
に
泊
ま
っ
て
い
る
。
砲
台
を

撮
影
し
た
の
は
、
軍
事
視
察
と
し
て
の
目
的
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
　
パ
め
ね

ろ
う
。
（
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
に
よ
る
と
十
二
名
の
海
軍
将
校

を
同
伴
し
て
い
た
と
い
う
。
）

　

二

十
1
日
は
、
明
の
十
三
陵
を
訪
れ
、
湯
山
に
泊
ま
り
、
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

二

日
の
朝
、
よ
う
や
く
帰
京
し
た
。
そ
し
て
、
二
十
二
日
、
ハ
イ

キ
ン
グ
ら
を
伴
っ
て
総
理
各
国
事
務
衙
門
（
外
務
省
に
当
た
る
）

に

行
き
、
膠
州
湾
の
問
題
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
。
膠
州
湾
は
ド

イ
ツ
側
が
清
朝
か
ら
租
借
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ザ

の
運
用
に
つ
い
て
は
様
々
な
問
題
が
発
生
し
た
よ
う
だ
。
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こ
の
晩
、
張
蔭
桓
は
ド
イ
ツ
大
使
館
に
行
っ
た
。
慶
親
王
や

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
賓
客
、
二
十
四
人
が
招
か
れ
晩
餐
が
開
か
れ
た

か

ら
で
あ
る
（
『
夫
人
日
記
』
五
月
二
十
二
日
の
記
事
）
。
付
き

添
っ
た
張
蔭
桓
は
寝
室
に
ま
で
招
か
れ
、
夫
人
と
幼
子
の
写
真
を

見
せ
ら
れ
、
「
情
に
厚
い
人
の
よ
う
だ
」
と
感
想
を
漏
ら
し
て
い

　お
　

る
。
清
朝
側
、
ド
イ
ツ
側
と
も
に
徐
々
に
打
ち
解
け
て
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
時
の
様
子
に
つ
い
て
、

『徳

国
公
使
夫
人
B
記
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ

北京郊外名断
　　1　田庖売鍾　《唱，　工評臨ヨP諾　　X　f≡曽　‘明　●｝　　1　‘　　　山　《田　ほ｝

　　ぐ真■山　　）tlA山　　6目　　山凪騎　　7再　　9牢●
　　t　陶　　　　　●　山　｛tp●，　　　　　，」町　　　　　八鳩

図4　北京北郊地図（（村上知行『北京一名勝と
風俗』（東亜公司、1939年、第四版））

＊左上①附近に八達嶺、居庸関、南口が、中央右の③附

近に湯山が見える。④が願和園。

と
で
あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
は
自
ら
中
国
人
客
を

導
き
大
使
館
内
を
案
内
し
た
。
彼
ら
は

新
た
に
壁
に
掛
け
ら
れ
た
四
幅
の
王
子

夫
人
の
肖
像
画
に
興
味
を
示
し
、
慶
親

王
は

「
こ
れ
は
別
々
の
夫
人
で
す
か
」

と
尋
ね
て
き
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子

は
、
「
違
い
ま
す
。
私
は
四
人
も
夫
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぶ
ソ

を
養
え
ま
せ
ん
よ
。
」
と
答
え
た
。

同
じ
場
面
を
描
い
て
も
双
方
の
着
眼
点
に
違
い
が
あ
る
こ
と
、
ハ

イ
ン
リ
ヒ
の
ユ
ー
モ
ア
や
人
と
な
り
が
見
え
る
点
、
興
味
深
い
。

②

中
南
海
勤
政
殿
で
の
再
謁
見

　

そ
の
二
日
後
の
二
十
四
日
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
中
南
海
の
勤
政
殿

で
再
度
光
緒
帝
と
謁
見
し
て
い
る
。
場
所
が
中
南
海
に
な
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
は
、
清
朝
側
は
再
度
願

和
園
に
来
る
よ
う
に
言
っ
た
が
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
拒
否
し
た
か
ら
だ
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と
い
乏
巴
こ
れ
が
本
当
だ
と
す
る
と
、
ド
イ
ツ
側
が
主
導
権
を
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
り

り
待
遇
の
格
上
げ
に
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
今
回
は
ド

イ
ツ
側
は
も
う
兵
隊
は
帯
同
し
て
来
な
か
っ
た
。

　
彼

ら
は
十
一
時
に
大
使
館
を
出
発
し
た
。
『
徳
国
公
使
夫
人
日

記
』
に
は
、
軍
服
を
身
に
着
け
、
ド
イ
ツ
の
国
章
で
あ
る
黒
鷲

（
ア
ド
ラ
ー
）
の
勲
章
を
つ
け
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
颯
爽
と
皇
宮
に

　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ザ

向
か
っ
た
と
あ
る
。

　
儀

礼
は
十
五
日
の
謁
見
に
準
じ
て
行
わ
れ
た
（
「
張
蔭
桓
日

記
」
）
。
こ
の
日
の
謁
見
の
内
容
は
、
膠
州
湾
に
つ
い
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
膠
州
湾
で
の
演
習
に
つ
い
て
言
及
し
、

両

国
と
も
停
泊
を
許
す
の
で
、
ド
イ
ツ
側
に
管
理
さ
せ
る
よ
う
に

と
伝
え
た
。
慶
親
王
が
仲
立
ち
に
入
り
、
間
接
的
に
伝
え
た
よ
う

ハお
ね

だ
。
そ
の
他
は
大
し
た
話
題
が
な
く
十
分
余
り
で
お
開
き
に
な

り
、
簡
単
な
食
事
を
賜
っ
た
後
に
、
北
海
を
遊
覧
し
た
。
た
だ
、

連

日
の
接
待
の
疲
れ
で
あ
ろ
う
、
双
方
と
も
疲
労
困
億
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ソ

り
、
最
後
は
見
送
り
も
な
し
に
別
れ
た
。

　
翌
二

十
五
日
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
二
週
間
弱
の
北
京
滞
在
を
終

え
、
朝
八
時
に
大
使
館
を
出
発
し
（
「
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
）
汽

車
に

乗
っ
て
北
京
を
後
に
し
た
。

お

わ
り
に

　
以

上
、
本
稿
で
は
、
謁
見
に
関
与
し
た
清
朝
の
官
僚
の
日
記
を

中
心
に
、
一
八
九
八
年
の
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
王
子
と
光
緒
帝

と
の
謁
見
の
様
子
を
再
現
し
た
。
こ
れ
ら
の
日
記
に
は
『
清
史

稿
』
に
見
え
な
い
具
体
的
記
述
が
見
え
、
当
時
の
様
子
を
如
実
に

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
『
清
史
稿
』
に
誤
り
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
点
で
も
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
稿
で
は
、
一
部
、
ド
イ
ツ
側
の
記
録
も
参
照
し
、
清

朝
側
と
ド
イ
ツ
側
の
見
方
の
違
い
を
探
っ
た
。
清
朝
側
に
と
っ
て

も
ド
イ
ツ
は
厄
介
な
相
手
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ド
イ
ツ
側
に

と
っ
て
も
清
朝
側
は
得
た
い
が
知
れ
な
い
厄
介
な
相
手
で
あ
っ

た
。
「
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
側
も
主
導
権

を
握
ろ
う
と
し
て
躍
起
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ハ
イ
ン

リ
ヒ
王
子
が
ハ
イ
キ
ン
グ
ら
に
語
っ
た
こ
と
ば
が
記
録
さ
れ
て
い

る
点
も
貴
重
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
紹
介
は
稿
を
改
め
て
行
い
た

い

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
は
扱
う
力
量
が
な
い
が
、
よ
り

広

く
ド
イ
ツ
語
の
史
料
（
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
の
回
顧
録
が
あ
る
と

聞
く
）
を
活
用
す
れ
ば
、
こ
の
謁
見
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
い
実
態

108



を
明
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
協
力
者
が
得
ら
れ
れ
ば
ぜ
ひ
行

い
た
い
と
思
う
。

注（1
）

（2
）

（3
）

『徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
に
は
、
一
八
九
七
年
二
月
二
月
二
十
⊥
ハ
日
、

皇
帝
が
大
使
た
ち
を
宮
廷
に
招
い
た
新
年
会
に
お
け
る
ド
イ
ツ
側

と
清
朝
側
の
衝
突
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
宮
廷
内
の
道
で

大
使
た
ち
は
中
央
を
歩
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
関

わ

ら
ず
ド
イ
ツ
大
使
ハ
イ
キ
ン
グ
が
中
央
を
歩
い
た
た
め
総
理
衙

門
大
臣
の
敬
信
が
引
き
戻
そ
う
と
し
た
た
め
争
い
に
な
っ
た
。
ア

メ
リ
カ
大
使
が
仲
裁
に
入
る
大
事
に
な
っ
た
が
、
後
日
、
結
局
、

敬
信
が
ハ

イ
キ
ン
グ
に
謝
罪
す
る
こ
と
で
決
着
を
見
た
（
張
鳴
コ

場
不
為
人
知
的
東
西
礼
儀
之
争
」
参
照
）
。
ハ
イ
キ
ン
グ
は
一
八
九

八
年
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
謁
見
の
際
に
も
同
行
し
て
い
た
。
清
朝
側

は
気
が
気
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

後
に
引
用
す
る
『
清
史
稿
』
「
志
六
六
・
礼
＋
・
外
国
公
使
観
見
礼
」

を
参
照
。

こ
の
謁
見
に
つ
い
て
の
研
究
に
、
王
蓮
英
「
張
蔭
桓
与
戊
戌
年
間

清
廷
外
交
儀
礼
改
革
ー
以
光
緒
皇
帝
接
見
徳
国
亨
利
親
王
為
例
」
、

王

開
璽
「
戊
戌
時
期
清
廷
観
見
礼
儀
的
改
革
」
が
あ
る
。
両
者
と

（4
）

（
5
）

（6
）

（
7
）

（o
o
）

も
改
革
派
と
守
旧
派
と
い
う
対
立
図
式
で
見
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

本
稿
で

は
、
清
朝
対
ド
イ
ツ
と
い
う
対
立
軸
に
基
づ
き
時
系
列
に

沿
っ
て
詳
述
し
た
い
。
な
お
、
公
使
と
皇
帝
の
謁
見
場
所
に
つ
い

て

は
、
王
開
璽
「
外
国
公
使
勤
見
清
帝
的
地
点
之
争
与
中
外
関
係
」

が
あ
る
。

岡
本
隆
司
『
近
代
中
国
研
究
入
門
』
＝
1
1
1
二
頁
、
一
五
一
頁
。
こ

の

点
、
『
張
蔭
桓
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
影
印
本
を
確
認

し
た
。

宮

内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
四
巻
、
五
巻
、
九
巻
、
十
二
巻
に
来

日
の
記
事
が
見
え
る
。
一
八
八
〇
年
二
月
の
釈
迦
が
池
遊
猟
事
件

を
起
こ
し
て
い
る
（
こ
の
事
件
お
よ
び
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
つ
い
て
、

山
中
敬
一
「
1
8
8
0
年
プ
ロ
イ
セ
ン
皇
孫
ハ
イ
ン
リ
ヒ
吹
田
遊

猟
事
件
」
が
詳
し
い
）
O
　
1
八
九
九
年
の
来
日
に
つ
い
て
は
、
エ
リ

ア

ノ
ー
ラ
・
メ
ア
リ
ー
・
ダ
ヌ
タ
ン
『
ベ
ル
ギ
ー
公
使
夫
人
の
明

治

日
記
』
一
五
八
、
　
五
九
頁
に
記
述
が
見
え
る
。

斎
藤
良
衛
『
近
世
東
洋
外
交
史
序
説
』
四
二
七
頁
。

こ
の
時
の
交
渉
内
容
に
つ
い
て
は
、
浅
田
進
史
『
ド
イ
ツ
統
治
下

の

青
島
－
経
済
的
自
由
主
義
と
植
民
地
社
会
秩
序
』
が
詳
し
い
。

『申
報
』
に
見
え
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
訪
中
関
係
記
事
（
北
京
到
着
前
）

は

以
下

の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

一
八
九

八
年
二
月
八
日
（
正
月
十
八
日
）
二
面
「
備
邊
徳
藩
」
、
二

月
十
1
日
（
正
月
廿
一
日
）
一
面
「
徳
藩
行
程
」
、
二
月
二
十
七
日
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（9
）

（1
）

（1
1
）

（1
）

（
二
月
初
“
）
日
）
　
1
面
「
徳
藩
抵
功
」
、
三
月
三
日
（
二
月
十
一
日
）

三

面
「
憲
節
折
回
」
、
三
月
四
日
（
二
月
十
二
日
）
一
面
「
詞
問
行

程
」
、
1
1
1
月
－
i
l
日
　
（
二
月
十
七
日
）
1
1
m
a
　
r
徳
藩
抵
濾
」
、
三
月
十

日
（
二
月
十
八
日
）
　
一
面
「
綜
紀
徳
藩
抵
吻
事
」
、
四
月
十
八
日

（
三

月
廿
八
日
）
三
面
「
徳
藩
抵
漏
」
、
四
月
十
九
日
（
三
月
廿
九

日
）
三
面
「
徳
藩
遊
雇
小
記
一
」
（
続
き
が
四
月
二
十
日
、
二
十
一

日
、
二
十
二
日
、
二
十
六
日
に
あ
り
）
、
五
月
十
四
日
（
閏
三
月
廿

四
日
）
　
1
面
「
備
迂
親
王
」
、
五
月
十
八
日
（
閏
三
月
廿
八
日
）
二

面
「
徳
藩
過
津
」
。

『東
華
録
』
や
『
清
実
録
』
で
も
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
記
さ
れ
て

い
る
。

『東
華
続
録
（
光
緒
朝
）
』
巻
一
四
四
「
戊
寅
　
上
御
玉
瀾
堂
。
徳

國
親
王
亨
利
勤
見
。
」

『大
清
徳
宗
景
（
光
緒
）
皇
帝
実
録
』
巻
四
一
七
「
上
御
玉
瀾
堂
。

徳
國
親
王
亨
利
勤
見
。
」

ち
な
み
に
、
胡
思
敬
『
戊
戌
履
霜
録
』
巻
二
に
は
こ
の
謁
見
に
つ

い
て

や
や
詳
し
い
記
述
が
見
え
る
。

『翁
同
鯨
日
記
』
『
張
蔭
桓
日
記
』
に
つ
い
て
は
参
考
文
献
に
挙
げ

た
数
書
を
参
照
し
た
。

r翁
同
献
日
記
』
三
月
二
十
七
日
（
初
六
日
）
お
よ
び
四
月
五
日

（十
五
日
）
の
記
事
を
参
照
。

「翁
同
蘇
日
記
』
三
月
二
十
七
日
（
初
六
日
）
「
（
…
徳
王
進
見
礼
節
、

（1
3
）

（1
）

（1
5
）

張
公
所
定
也
。
）
」

四

月
五
日
（
十
五
日
）
　
r
（
見
徳
親
王
口
勅
語
、
張
侍
郎
所
擬
也
。
）
」

＊
原
文
引
用
部
に
お
け
る
（
）
は
割
注
を
表
す
（
以
下
、
同
じ
）
。

T翁
同
献
日
記
』
四
月
七
日
　
（
十
七
日
）

「
…
是
日
徳
王
在
何
庭
進
見
摺
上
、
奉
殊
批
、
朕
欽
奉
皇
太
后
散
旨
、

著
在
園
内
進
見
。
蓋
昨
日
慶
邸
來
園
先
有
敷
陳
也
。
」

『翁
同
訴
日
記
』
四
月
八
日
（
十
八
日
）

r…
樵
野
昨
今
爾
次
召
封
、
今
日
皇
太
后
見
於
樂
壽
堂
、
詳
論
洋
務
、

擬
先
召
見
徳
王
於
樂
壽
堂
（
立
見
）
、
然
後
上
召
見
於
玉
瀾
堂
、
伍

賜
游
賜
食
、
以
蓋
邦
交
之
禮
。
」
＊
樵
野
は
張
蔭
桓
。

『翁
同
蘇
日
記
』
四
月
三
日
（
十
三
日
）

r
…
上
…
又
云
徳
親
王
進
見
、
在
園
不
便
、
恐
其
請
見
慈
聖
、
髄
旨

著
在
宮
内
。
又
云
著
在
硫
慶
宮
、
開
前
星
門
、
於
東
配
殿
賜
食
、

准
其
乗
輪
入
東
華
門
。
臣
封
優
待
極
　
、
然
有
窒
擬
、
銃
慶
前
殿

日
惇
本
殿
、
東
間
供
孝
静
皇
后
御
容
、
萬
不
能
辟
中
間
爲
過
路
、

一
也
。
配
殿
極
陰
無
容
席
地
、
二
也
。
参
随
無
別
虚
可
見
、
三
也
。

前
星

門
近
百
年
未
啓
、
椎
木
況
陥
、
四
也
。
乗
矯
入
門
非
禮
、
五

也
o
上
皆
駁
之
、
井
盛
怒
、
責
剛
毅
、
謂
爾
総
不
以
爲
然
、
試
問

爾
條
陳
者
能
行
乎
否
乎
。
因
論
赫
徳
亦
可
見
、
從
前
漢
納
根
欲
見
、

爲
恭
親
王
所
阻
、
井
傳
張
蔭
桓
、
將
前
日
所
開
禮
節
照
奮
逓
上
’

十
七

日
摺
防
讐
請
。
前
後
語
不
能
悉
記
。
記
之
者
、
知
聖
意
焦
勢
、

臣
等
因
循
一
事
不
辮
、
爲
可
塊
憾
也
。
…
訪
樵
野
、
樵
野
斜
酌
、
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（1
6
）

（1
7
）

（1
8
）

（1
9
）

以
爲
銃
慶
宮
似
未
宜
、
不
如
西
苑
、
余
未
敢
雁
。
又
訪
李
相
告
如

前
。
：
・
晩
飯
後
、
訪
慶
邸
傳
旨
、
慶
云
昨
日
崔
太
監
傳
諮
旨
令
簿

此
事
、
在
宮
在
園
似
尚
雨
可
、
亦
問
恭
邸
、
邸
封
乾
清
宮
亦
可
、

擬
十
七
日
面
請
慈
諭
也
。
」
＊
剛
毅
（
一
八
三
七
～
］
九
o
o
）
は
、

満

州
族
出
身
の
大
臣
。
戊
戌
政
変
後
、
首
謀
者
を
処
刑
し
た
こ
と

や

義
和
団
を
支
持
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
…
剛
毅
ら
と
の
対
立

を
強
調
す
る
た
め
の
改
窟
が
な
い
か
疑
い
は
あ
る
。

四

月
三
日
（
十
三
日
）

r上
皆
駁

之
、
井
盛
怒
、
責
剛
毅
、
謂
爾
偲
不
以
爲
然
、
試
問
爾
條

陳
者
能
行
乎
否
乎
。
」

四

月
三
日
（
十
三
日
∀

r
…
訪
樵
野
、
樵
野
勘
酌
、
以
爲
統
慶
宮
似
未
宜
、
不
如
西
苑
、
余

未
敢
雁
。
」

マ

カ
ー
ト
ニ
ー
『
中
国
訪
問
使
節
日
記
』
（
平
凡
社
〈
東
洋
文
庫
〉
、

I
九

七
p
a
，
年
）
　
1
七
九
三
年
八
月
二
十
一
日
の
記
事
。

『翁
同
蘇
日
記
』
四
月
三
十
日
（
初
十
日
）
「
…
（
是
日
張
蔭
桓
起
、

慶
邸
亦
有
起
、
因
昨
日
海
靖
到
署
面
議
徳
王
親
見
慈
聖
（
西
太
后
）

欲
得
賜
坐
也
、
慶
邸
持
不
可
、
臣
等
見
起
復
力
言
之
、
聞
今
日
慶

邸
見
東
朝
、
蒙
諭
若
必
欲
坐
只
得
不
見
。
）
」

五

月
七
日
（
十
七
日
）
「
…
朝
房
暗
慶
邸
、
以
海
靖
照
會
徳
親
王
進

見
禮
節
八
條
、
内
有
一
條
稻
皇
太
后
自
願
賜
見
、
親
王
亦
雁
賜
坐

云

云
、
此
節
殊
辮
不
到
、
擬
到
署
令
樵
野
即
日
赴
徳
館
與
海
靖
聲

（2
0
∀

（2
1
）

（2
2
）

（2
）

（2
）

明
、
若
必
欲
賜
坐
、
皇
太
后
即
不
能
賜
見
、
余
等
均
以
爲
是
。
」

『翁
同
蘇
日
記
』
五
月
八
日
（
十
八
日
）
「
…
昨
樵
野
與
徳
使
曙
、

海
靖
云
不
敢
專
、
須
接
徳
王
後
再
復
、
」

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
七
日
（
十
七
日
）
「
慶
邸
囑
訪
海
靖
、
重
訂

徳
藩
観
禮
。
海
靖
云
不
敢
專
、
須
赴
津
接
差
、
回
至
馬
家
鋪
乃
定
、

亦
狡
　
。
」

『翁

同
蘇
日
記
』
五
月
十
四
日
（
二
十
四
日
）
の
記
事
「
…
海
靖
於

該
親
王
進
見
東
朝
時
伍
請
賜
坐
、
慶
邸
拒
之
。
入
夜
蔭
昌
問
福
蘭

格
、
則
云
彼
王
有
屈
從
口
氣
、
余
等
見
起
時
備
陳
之
」
＊
フ
ラ
ン

ケ
（
福
蘭
格
）
は
、
ド
イ
ツ
の
有
名
な
漢
学
者
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
・

フ
ラ
ン
ケ
（
○
茸
o
司
「
国
呉
〇
一
八
六
三
～
一
九
四
六
）
o
　
1
八
八
八

年
か
ら
］
九
〇
］
年
の
間
、
中
国
の
ド
イ
ツ
大
使
館
で
通
訳
、
領

事
等
を
務
め
た
。

＊
「
西
利
」
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
こ
と
か
ど
う
か
若
干
の
疑
問
は
あ

る
。『

翁
同
鯨
日
記
』
五
月
十
五
日
（
1
1
十
五
日
）
　
g
記
事
「
（
不
坐
、

此
屡
経
辮
論
始
定
、
慶
邸
之
力
）
」

謁

見
の
様
子
は
、
『
申
報
』
五
月
二
十
二
日
二
面
の
「
詳
述
徳
藩
入

観
儀
文
」
で
も
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
点
も
あ
る
の
で
別

稿
で
紹
介
し
た
い
。

『
翁
同
献
日
記
』
「
余
告
福
蘭
格
令
兵
退
出
宮
門
、
初
尚
雁
許
、
既

而
不
但
不
退
出
、
並
帯
至
南
配
殿
陛
下
排
立
　
。
」
な
お
、
こ
の
兵
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）

（銘
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）

隊
は
海
軍
だ
っ
た
よ
う
だ
（
「
申
報
』
五
月
二
十
日
「
徳
藩
入
観
」
）
。

「徳
親
王
詣
南
配
殿
後
、
告
余
以
列
隊
爲
皇
上
示
敬
。
」

『徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
五
月
十
四
日
の
記
事
「
展
示
我
椚
軍
人
的

風
姿
」

f張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
三
日
の
記
事
「
京
兆
手
示
北
洋
電
、
述
海

使
得
渥
領
事
密
電
、
徳
親
王
來
京
有
會
薫
欲
謀
害
、
請
北
洋
電
慶

邸
妥
籍
保
護
云
、
真
奇
聞
也
。
…
徳
親
王
随
帯
小
隊
廿
四
名
、
因

悟
海
靖
會
薫
謀
害
之
謡
所
由
起
也
。
」

『徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
五
月
十
三
日
の
記
事
「
…
「
擦
説
上
海
登

出
警
告
、
稽
在
北
京
的
廣
州
人
正
密
謀
封
海
因
里
希
親
王
采
取
不

利
行
動
。
」
こ
の
話
題
は
五
月
十
四
日
に
も
大
使
館
で
し
き
り
に
話

題
に

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
r
張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
三
日
の
記
事

で

も
ハ
イ
キ
ン
グ
が
上
海
か
ら
密
電
を
得
た
こ
と
を
述
べ
る
。
首

謀
者
は

「会
党
」
（
秘
密
結
社
）
と
い
う
（
秘
密
結
社
に
つ
い
て
は
、

野

口
鐵
郎
「
秘
密
結
社
研
究
を
振
り
返
っ
て
ー
現
状
と
課
題
」
、
李

世
玲

『中
国
近
代
の
秘
密
結
社
』
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

『翁
同
鯨
日
記
』
で
は
「
有
塾
高
机
」
と
表
現
す
る
。

『翁
同
献
日
記
』
「
海
靖
以
下
皆
入
殿
立
、
余
等
在
管
下
立
、
文
什

乾
清
門
在
殿
内
外
立
。
上
與
彼
寒
喧
、
突
動
傳
旨
、
蔭
昌
傳
與
翻

謹
（
承
旨
時
皆
膝
席
。
）
」

「張
蔭
桓
日
記
』
「
是
日
抄
報
誤
刊
徳
國
使
臣
仁
壽
殿
観
見
、
徳
播

謹
紮
争
、
因
與
慶
邸
商
令
報
房
更
正
。
」

（3
2
）

（3
3
）

35（8
）

（3
7
）

（鵠
）

「翁
同
献
日
記
』
「
約
一
刻
畢
、
退
至
南
配
殿
、
其
從
官
堅
不
肯
出
、

乃

添
坐
環
列
、
飲
食
桁
桁
、
二
刻
許
上
歩
行
至
南
配
殿
慰
勢
之
o
」

＊
桁
桁
（
カ
ン
カ
ン
）
は
楽
し
む
様
。

『張
蔭
桓
日
記
』
「
午
正
’
上
御
南
配
殿
慰
勢
徳
親
王
、
贈
以
頭
等

第
二
寳
星
。
」

当
時
の
勲
章
は
五
等
三
品
に
分
か
れ
て
い
た
。
第
一
等
第
二
勲
章

は
、
世
子
、
親
王
に
贈
ら
れ
た
勲
章
。
ち
な
み
に
第
一
品
は
君
主

に
贈
ら
れ
る
。
な
お
、
『
翁
同
蘇
日
記
』
五
月
十
二
日
（
廿
二
日
）

に
こ
の
勲
章
に
つ
い
て
の
記
事
が
見
え
る
（
「
（
以
新
到
寳
星
四
分

呈
逓

（
二

讐
重
珠
、
二
一
重
珠
金
地
、
恭
備
此
次
賞
徳
王
之
用
、

其
鹸
二
分
備
賞
）
。
」
）
。

『張
蔭
桓
日
記
』
「
慶
邸
乗
間
奏
請
上
閲
徳
國
兵
隊
」

『張
蔭
桓
日
記
』
「
徳
親
王
立
於
殿
階
、
自
領
歩
兵
南
排
、
請
上
閲

視
。
」

『張
蔭
桓
日
記
』
「
慶
邸
遵
鼓
旨
、
導
徳
親
王
及
参
賛
乗
翔
雲
小
輪

渡
昆
明
湖
。
至
龍
王
堂
、
石
洞
勤
甚
、
徳
親
王
不
敢
入
。
」

『翁

同
蘇
日
記
』
「
慶
邸
、
張
公
率
亨
利
等
上
船
游
龍
王
寺
。
傷
歩

石

鐙
、
登
月
波
棲
眺
望
。
慶
邸
約
余
及
海
靖
、
葛
爾
士
同
舟
、
絵

分
坐
鋤
板
．
」

『張
蔭
桓
日
記
」
「
其
時
合
肥
、
常
熟
諸
公
已
先
往
承
澤
園
坐
候
　
。
」

＊
合
肥
は
李
鴻
章
、
常
熟
は
翁
同
訴
。

『翁
同
献
日
記
』
「
余
等
先
退
至
聴
起
庭
、
少
坐
即
退
出
宮
門
回
寓
、
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（3
9
）

（4
）

（
4
）

即
赴
承
澤

園
候
之
。
未
正
亨
利
到
、
慶
邸
設
宴
於
園
款
待
之
、
邸

主

席
、
余
等
陪
坐
、
洋
人
十
一
人
、
余
等
十
三
人
（
胡
芸
楯
、
世

伯
軒
、
梁
誠
）
、
申
正
散
（
不
送
）
。
又
俳
徊
l
二
刻
、
登
模
坐
眺
、

蹄
申
正
二
刻
　
。
未
入
見
時
、
南
配
殿
廷
中
閑
人
擁
塞
、
余
筋
首

領
太
監
叱
出
之
、
日
不
速
出
即
梱
、
並
請
英
菊
憐
嚴
管
、
廷
中
始

粛
清
、
闘
乏
極
。
」
＊
南
配
殿
に
宣
官
が
た
む
ろ
し
て
い
た
の
は
、

馳
走
の
お

こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
宮
崎

市
定
『
科
挙
ー
中
国
の
試
験
地
獄
』
（
中
公
新
書
、
一
九
六
三
年
）

一
四
l
頁
を
参
照
）
。

『翁
同
蘇
日
記
』
「
今
日
洋
菜
（
張
公
厨
亦
辮
席
、
　
一
切
像
秋
皆
梁

誠
経

理
）
、
酒
半
邸
致
頒
詞
、
少
頃
彼
亦
致
頒
詞
、
其
王
請
慶
邸
寓

吉
祥
字
（
邸
書
福
壽
綿
長
）
、
次
李
相
（
書
諸
事
吉
祥
、
四
海
昇

平
）
、
次
及
余
（
書
永
固
邦
交
）
、
與
余
聯
坐
者
日
口
口
亦
請
書
好

語
、
余
書
永
敦
和
好
、
吾
意
在
大
局
不
肯
私
祝
也
。
宴
時
用
洋
樂
。
」

中
国
の
税
関
制
度
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
良
衛
『
近
世
東
洋
外
交
史

序
説
』
四
五
九
～
四
六
一
頁
に
詳
し
い
．
他
、
シ
ュ
ン
エ
ッ
ト
・

プ

リ
ド
ン
著
、
高
柳
松
一
郎
訳
『
清
国
総
税
務
司
サ
ー
・
ロ
バ
ー

ト
・
ハ
ー
ト
』
は
、
「
総
税
務
司
ハ
ー
ト
氏
は
海
関
員
の
行
為
に
関

し
て
は
清
国
政
府
に
対
し
全
部
の
責
任
を
帯
び
、
其
任
命
に
関
し

て
は

全
権
を
有
し
、
清
国
政
府
は
毫
末
も
容
啄
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
」

（附
録
十
頁
）
と
い
う
。

前
掲
『
清
国
総
税
務
司
サ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
ト
』
九
十
九
頁

（4
）

（4
3
）

（4
）

（4
5
）

附
近
。
九
十
六
頁
後
に
は
楽
隊
の
写
真
が
見
え
る
。
な
お
、

A
r
c
h
i
v
e
s
　
o
f
　
C
h
i
n
a
’
s
　
l
m
P
e
r
i
a
i
　
M
a
r
i
t
i
m
e
　
C
u
s
t
e
m
s

C
o
n
f
i
d
e
n
t
i
a
l
　
C
o
r
r
e
s
P
o
n
d
e
n
c
e
　
b
e
t
w
e
e
n
　
R
o
b
e
r
t
　
H
a
r
t
　
a
n
d

J
a
m
e
s
　
D
u
n
c
a
n
　
C
a
m
P
b
e
l
l
　
1
8
7
4
－
1
9
0
7
，
　
V
o
L
3
　
（
中
国
語
名
　

『中
国
海
関
密
槽
ー
赫
徳
・
金
登
干
函
電
集
】
8
7
4
1
9
0
7
』
　
f
f
三
巻
、

中
国
語
訳
三
中
国
海
関
密
棺
ー
赫
徳
・
金
登
干
函
電
匿
編
』
6
）

に
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
が
こ
の
訪
問
時
、
そ
の
人
柄
で
人
気
を
得
た
こ

と
を
述
べ
る
。

一
八
九

八
年
五
月
二
十
二
日
付
の
ハ
＿
ト
か
ら
キ
ャ
ン
ベ
ル
へ
の

va
報
　
（
2
6
9
7
　
（
Z
＼
7
9
3
）
）

Pri
n
c
e
　
H
e
n
r
y
　
i
s
　
h
e
r
e
l
w
i
n
n
i
n
g
　
a
l
l
　
h
e
a
r
t
s
　
b
y
　
h
i
s

sy
m
p
a
t
h
e
t
i
c
　
f
a
c
e
　
a
n
d
　
c
h
a
r
m
i
n
g
　
u
n
a
f
f
e
c
t
e
d
n
e
s
s
　
（
l
a
了
利
親

王

來
了
、
他
那
富
於
同
情
心
的
面
容
和
動
人
的
真
誠
態
度
顧
得
了

所
有
人
的
心
）

『
翁
同
蘇
日
記
』
「
亨
利
出
西
直
門
即
騎
馬
沿
河
行
、
過
萬
壽
寺
到

娘
娘
廟
、
更
衣
易
輪
至
東
宮
門
」

『張
蔭
桓
日
記
』
「
徳
親
王
至
天
妃
廟
易
便
衣
騎
馬
、
震
東
往
照
料
。

余
伍
至
廟
周
旋
、
握
手
而
別
。
從
者
籔
拾
衣
麓
、
添
雇
藪
車
始
畢
、

西
人
行
李
此
爲
冗
耳
。
寛
日
勢
頓
、
不
願
進
城
、
晩
宿
戸
部
公
所
。
」

『翁
同
鯨
日
記
』
「
出
乃
赴
慶
邸
宴
、
宴
罷
復
至
娘
娘
廟
更
衣
入
城

（英
館
遽
伊
飯
）
。
」

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
七
日
の
記
事
「
震
東
爲
言
、
廿
四
日
徳
親
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（4
）

47

王
観
費
馬
、
賞
一
銀
杯
、
製
未
就
、
先
給
一
紙
書
此
杯
形
、
親
押

署
、
得
賞
者
持
示
」
＊
『
申
報
』
五
月
二
十
四
日
の
記
事
「
追
述

徳
藩
入

都
事
」
に
よ
る
と
西
便
門
か
ら
出
て
蓮
花
池
に
行
っ
た
。

『翁
同
献
日
記
』
五
月
十
九
日
（
二
十
九
日
）
「
記
徳
親
王
亨
利
到

京
事
」

「
：
・
廿
六
日
至
天
壇
膿
仰
（
頭
道
門
即
下
輿
、
各
庭
殿
座
皆
到
、
皆

免
冠
鞠
躬
。
海
靖
翠
其
婦
往
、
亨
利
阻
之
）
、
至
荷
蘭
國
館
吃
飯
、

遊
西

什
庫
内
教
堂
。
廿
七
日
乗
馬
進
雍
和
宮
、
出
安
定
門
至
東
黄

寺
、
奥
國
請
吃
飯
、
游
西
黄
寺
蹄
、
進
景
西
門
、
登
景
山
、
至
意

館
吃
飯
、
夜
赴
英
館
茶
會
。
廿
八
日
歩
行
至
東
交
民
巷
祁
羅
弗
洋

行
及
玉
珍
古
玩
局
、
未
刻
赴
比
國
館
吃
飯
（
並
游
比
館
内
古
玩
舗
）
、

晩
赴
憂
基
廠
海
關
館
茶
會
、
戌
正
赴
俄
館
吃
飯
（
丑
初
散
）
。
廿
九

日
出
徳
勝
門
、
過
沙
河
日
館
吃
飯
（
覇
昌
道
以
下
皆
迎
接
）
、
復
行

至
南

口
義
興
店
公
館
住
宿
。
初
一
日
進
山
、
巳
初
居
庸
開
、
大
風

起
、
午
初
至
八
達
嶺
（
將
炮
台
八
庭
皆
照
）
。
復
行
至
盆
道
公
館

（延
慶
州
迎
接
）
吃
飯
、
至
此
折
回
、
宿
南
口
公
館
。
初
二
日
遊
明

陵
、
住
湯
山
。
初
三
日
由
湯
山
旋
京
。
初
四
日
到
線
署
。
初
五
日

進
見
。
初
六
日
出
京
、
乗
火
車
去
。
」

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
六
日
（
二
十
六
日
）
の
記
事
「
…
旋
赴
署

接
曙
英
使
、
承
告
以
中
國
優
待
、
徳
親
王
甚
感
激
云
。
…
」

『翁
同
献
日
記
』
五
月
十
九
日
（
1
1
十
九
日
）
　
g
r
記
徳
親
王
亨
利

到
京
事
」
「
廿
六
日
至
天
壇
贈
仰
（
頭
道
門
即
下
輿
、
各
庭
殿
座
皆

（4
9
）

（5
）

52 51

到
、
皆
免
冠
鞠
躬
o
海
靖
契
其
婦
往
、
亨
利
阻
之
）
」

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
七
日
（
二
十
七
日
）
の
記
事
「
徳
親
王
至

壇
門
即
下
馬
、
詣
壇
免
冠
稽
首
、
過
斎
宮
亦
然
。
」
＊
斎
宮
は
、
皇

帝
の
寝
室
が
あ
る
場
所
。

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
十
七
日
（
二
十
七
日
）
の
記
事
「
…
今
早
詣

雍
和

宮
、
午
就
東
黄
寺
奥
使
之
約
。
申
初
詣
景
山
、
皆
世
伯
軒
陪

導
云
。
」

ハ

イ
ン
リ
ヒ
の
写
真
撮
影
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
代
中
国
に
お

け
る
写
真
の
導
入
と
広
が
り
」
三
大
東
史
学
』
　
一
号
、
二
〇
一
九

年
）
「
映
照
志
奇
」
（
『
点
石
斎
画
報
』
五
集
貞
集
所
収
）
を
参
照
の

こ
と
。

「
記
徳
親
王
亨
利
到
京
事
」
は
二
十
三
日
と
す
る
が
、
『
張
蔭
桓
日

記
』
『
徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
に
従
う
。

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
二
十
二
日
（
初
三
日
）
の
記
事
「
…
徳
親
王

復
以

膠
漢

中
徳
爾
國
兵
船
同
泊
爲
言
、
慶
邸
属
以
税
務
、
徳
親
王

唯
唯
、
」

d
『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
1
1
十
a
n
　
（
四
月
初
1
日
）
の
記
事
「
…

又

詞
以
膠
湊
徴
税
事
。
赫
謂
徳
親
王
曾
面
詞
派
某
税
司
去
、
我
但

唯
唯
。
…
」

＊
な
お
、
租
借
を
巡
る
清
朝
・
ド
イ
ツ
側
の
認
識
の
違
い
に
よ
る

問
題
は
、
浅
田
進
史
『
ド
イ
ツ
統
治
下
の
青
島
－
経
済
的
自
由
主

義
と
植
民
地
社
会
秩
序
』
1
章
2
節
が
詳
し
い
o
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（5
3
）

（閲
）

（5
）

（5
）

（5
7
）

（田
）

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
二
十
二
日
（
初
三
日
）
の
記
事
「
…
至
徳
館

周
旋
、
徳
親
王
導
観
其
臥
室
、
出
示
其
妃
照
像
、
雨
幼
子
照
像
、

其
人

似
非
寡
情
者
。
」

『徳

国
公
使
夫
人
日
記
』
五
月
二
十
二
日
の
記
事
「
親
王
親
自
接
待

了
他
個
（
＊
中
国
人
客
）
井
帯
領
他
椚
参
観
了
公
使
館
。
他
椚
封

新

桂
上
的
四
幅
親
王
夫
人
的
書
像
産
生
了
興
趣
、
慶
親
王
問
書
王

的
人

是
否
是
四

位
不
同
的
親
王
夫
人
、
海
因
里
希
親
王
答
道
、
『
不
、

我
可
養
不
起
四

位
夫
人
。
』
」

『徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
s
i
　
u
R
l
　
1
十
1
　
1
日
の
記
事
「
中
国
人
希
望
他

再
去
1
次
萬
壽
山
、
親
王
拒
絶
了
這
一
請
求
、
堅
持
讃
中
國
皇
帝

到
城
里
來
」

ち
な
み
に
、
明
治
三
十
一
u
r
　
（
1
八
九
八
）
九
月
二
十
日
の
伊
藤

博

文
と
光
緒
帝
の
謁
見
も
中
南
海
の
勤
政
殿
で
行
わ
れ
た
。
伊
藤

は
、
東
安
門
か
ら
入
り
、
景
山
、
西
華
門
外
西
苑
門
と
進
み
、
こ

こ
で
張
蔭
桓
な
ど
出
迎
え
、
太
液
池
頭
で
舟
に
乗
り
、
右
に
金
殿

王

楼
橋
を
見
な
が
ら
左
折
し
て
、
朝
房
に
至
り
、
こ
こ
で
突
動
が

出
迎
え
て
、
勤
政
殿
で
謁
見
し
た
と
い
う
（
平
塚
篤
編
『
伊
藤
博

文
秘
録
』
続
、
　
二
七
頁
）
。

『徳
国
公
使
夫
人
日
記
』
五
月
二
十
二
日
の
記
事
「
1
1
点
、
身
着
一

身
挺
抜
的
軍
服
、
頸
上
桂
着
施
着
綬
帯
的
黒
鷹
勘
章
的
親
王
離
開

公
使
館
前
往
皇
宮
、
看
上
去
簡
直
棒
極
了
。
」

『翁
同
献
日
記
』
五
月
二
十
四
日
（
初
五
日
）
の
記
事

（5
）

「
…
午
正
、
亨
利
帯
五
人
至
門
外
降
輿
乗
船
（
御
坐
船
、
参
随
等
亦

入
、
邸
陪
之
。
）
余
等
同
至
徳
昌
門
、
由
中
門
入
。
上
御
勤
政
殿
、

亨
利
入
、
摘
帽
鞠
躬
、
向
上
立
致
國
電
、
敷
語
畢
。
上
起
立
、
命

之

前
握
手
、
賜
亨
利
坐
、
略
言
謝
彼
主
美
意
。
伊
言
膠
襖
練
兵
、

答
以
雨
國
井
泊
、
請
伊
照
料
（
邸
傳
語
。
）
其
齢
語
無
多
、
遂
出
、

計
見
時
不
過
十
分
鐘
。
賜
游
北
海
、
邸
與
李
相
、
張
公
陪
之
、
余

等
皆
出
西
苑
門
各
蹄
。
到
家
小
憩
、
亦
多
俗
事
。
申
正
一
刻
詣
徳

館
（
馬
差
持
名
片
。
）
拝
徳
王
、
小
駐
輿
、
乃
延
入
、
井
坐
一
楊
、

周
旋
刻
鹸
、
握
手
而
別
。
」

『張
蔭
桓
日
記
』
五
月
二
十
四
日
（
初
五
日
）
の
記
事

「
…
午
正
、
徳
親
王
到
門
降
輿
、
並
無
兵
隊
。
随
帯
五
人
、
海
靖
在

内
、
遂
同
乗
舟
至
徳
昌
門
外
．
上
御
勤
政
殿
、
傳
宣
入
見
、
慶
邸

導
之
。
略
如
廿
五
日
之
儀
、
但
面
遁
國
電
　
厘
。
上
接
牧
後
、
慰

勢
敷
語
、
令
出
。
至
文
什
按
班
庭
小
飲
、
徳
親
王
謝
余
昨
恵
姻
火
、

周
旋
片
刻
。
慶
邸
導
游
北
海
、
登
防
石
燈
、
詣
悦
心
殿
。
登
模
、

余
懲
甚
、
不
克
登
。
合
肥
候
於
燈
。
慶
邸
復
導
游
潴
蘭
殿
、
上
下

巖

石
余
尤
不
支
、
頼
蘇
拉
徳
安
兄
弟
相
扶
侍
、
幸
免
顛
墜
。
至
潴

蘭
殿
門
外
小
坐
畷
茗
、
徳
親
王
勢
甚
。
與
辞
、
諄
囑
勿
相
送
、
慶

邸
與
握
手
爲
別
、
余
送
至
蕉
園
門
、
握
手
爲
別
。
」
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